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第３章 人権教育・啓発の意義・目的 

１ 人権尊重の理念 

人権とは、人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり、社会を構成する全ての

人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことので

きない権利である。前記のとおり社会経済情勢の変化や国際的潮流の動向を踏まえても、人権を

尊重することの重要性は損なわれるものではなく、更に増しているといえる。 

そして、全ての人がお互いの人権と尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受することがで

きる共生社会を実現するためには、全ての人が人権の享有主体であり、互いの人権を尊重するこ

との重要性を正しく理解するとともに、自らの権利を行使するに当たっては、その行使に伴う責

任を自覚し、自己の人権と同様に他者の人権をも尊重することが求められる。 

 

２ 人権教育の意義・目的 

人権教育とは、「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」を意味し（人権教育・啓発推進

法第２条）、「国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得す

ることができるよう」に行われなければならないことを旨としており（同法第３条）、日本国憲法

及び「教育基本法」並びに国際人権規約、「児童の権利に関する条約」等の精神にのっとり、基本

的人権の尊重の精神が正しく身に付くよう、地域の実情を踏まえつつ、学校教育及び社会教育を

通じて推進される。 

学校教育については、それぞれの学校種の教育目的や目標の実現に向けて、自分のよさや可能

性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しなが

ら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り開き、持続可能な社会の創り手となることが

できるようにすることを目指す教育活動を組織的・計画的に実施するものであり、こうした学校

の教育活動全体を通じ、幼児児童生徒、学生の発達段階に応じて、人権尊重の意識を高める教育

を行っていくこととなる。 

また、社会教育については、生涯学習の視点に立って、学校外において、青少年のみならず、

幼児から高齢者に至るそれぞれのライフサイクルにおける多様な教育活動を展開していくことを

通じて、人権尊重の意識を高める教育を行っていくこととなる。 

こうした学校教育及び社会教育における人権教育によって、人々が、自らの権利を行使するこ

との意義、他者に対して公正・公平であり、その人権を尊重することの必要性、様々な課題など

について学び、人間尊重の精神を生活の中にいかしていくことが求められている。 

 

３ 人権啓発の意義・目的 

人権啓発とは、「国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深める

ことを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）」を意味し（人権教育・啓発推進法

第２条）、「国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得する



ことができるよう」に行われなければならないことを旨としている（同法第３条）。その目的とす

るところは、国民の一人一人が人権を尊重することの重要性を正しく認識し、これを前提として、

自己の人権を守ることはもちろんのこと、他者の人権にも十分に配慮した行動がとれるようにす

ることにある。換言すれば、「人権とは何か」、「人権の尊重とはどういうことか」、「人権を侵害さ

れた場合に、これを排除し、救済するための制度がどのようになっているか」などについて正し

い認識を持つとともに、それらの認識が日常生活の中で、その態度面、行動面等において確実に

根付くようにすることが人権啓発の目的である。 

 

第４章 人権教育・啓発の基本的在り方 

人権教育・啓発は、共生社会の実現を目指して、日本国憲法や教育基本法などの国内法、我が

国が締結している人権諸条約の趣旨にのっとり、推進していくべきものである。その基本的な在

り方としては、人権教育・啓発推進法が規定する基本理念（第３条）を踏まえると、次のような

点を挙げることができる。 

 

１ 実施主体間の連携と国民に対する多様な機会の提供 

人権教育・啓発に関わる活動は、政府を始めとして、地方公共団体、企業を含めた民間団体等、

様々な実施主体によって行われているが、今日、人権問題が更に複雑・多様化する傾向にある中

で、これをより一層効果的かつ総合的に推進し、多様な学習機会を提供していくためには、これ

ら人権教育・啓発の各実施主体の担うべき役割を踏まえた上で、相互に有機的な連携協力関係を

強化することが重要である。 

また、国民に対する人権教育・啓発は、国民の一人一人の生涯の中で、家庭、学校、地域社

会、職域などあらゆる場と機会を通じて実施されることにより効果を上げるものと考えられ、そ

の観点からも、人権教育・啓発の各実施主体が相互に十分な連携をとり、その総合的な推進に努

めることが望まれる。 

 

２ 発達段階等を踏まえた効果的な方法 

人権教育・啓発は、幼児から高齢者に至る幅広い層を対象とするものであり、その活動を効果

的に推進していくためには、人権教育・啓発の対象者の発達段階を踏まえ、地域の実情等に応じ

て、粘り強くこれを実施する必要がある。 

特に、人権教育・啓発を通じ、人権の意義や重要性を正しく理解するとともに、それらを直感

的に捉える人権感覚を育み、様々な人権問題を自己のこととして捉える意識を広く社会に根付か

せ、各人の日常生活における行動変容につなげることが極めて重要である。そのためには、人権

教育・啓発の対象者の発達段階に応じながら、その対象者の家庭、学校、地域社会、職域などに

おける日常生活の経験を具体的に取り上げるなどして、創意工夫を凝らしていく必要がある。そ

の際、人格が形成される早い時期から、人権尊重の精神の芽生えが感性として育まれるように配

慮すべきである。また、こどもを対象とする人権教育・啓発活動の実施に当たっては、こどもが

発達途上であることに十分留意した上でこどもの資質や特性に合わせた内容及び手法を選択する

ことが望まれる。 

さらに、人権教育・啓発の手法については、「法の下の平等」、「個人の尊重」といった人権一



般の普遍的な視点からのアプローチと、具体的な人権課題に即した個別的な視点からのアプロー

チとがあり、この両者があいまって人権尊重についての理解が深まっていくものと考えられる。

すなわち、法の下の平等、個人の尊重といった普遍的な視点から人権尊重の理念を国民に訴えか

けることも重要であるが、真に国民の理解や共感を得るためには、これと併せて、具体的な人権

課題に即し、国民に親しみやすく分かりやすいテーマや表現を用いるほか、人権侵害の被害を受

けた当事者の声を直接届けるなど、様々な創意工夫が求められる。 

他方で、個別的な視点からのアプローチに当たっては、地域の実情等を踏まえるとともに、人

権課題に関する正しい知識の下、物事を合理的に判断して行動するように働きかける必要があ

る。その際、様々な人権課題に関してこれまで取り組まれてきた活動の成果と手法への評価を踏

まえる必要がある。 

 

３ 国民の自主性の尊重と教育・啓発における中立性の確保 

人権教育・啓発は、国民の一人一人の心の在り方に密接に関わる問題であることから、その自

主性を尊重し、押し付けにならないように十分留意する必要がある。そもそも、人権は、基本的

に人間は自由であるということから出発するものであって、人権教育・啓発に関わる活動を行う

場合にも、それが国民に対する強制となっては本末転倒であり、真の意味における国民の理解を

得ることはできない。国民の間に人権問題や人権教育・啓発の在り方について多種多様な意見が

あることを踏まえ、異なる意見に対する寛容の精神に立って、自由な意見交換ができる環境づく

りに努めることが求められる。 

また、人権教育・啓発がその効果を十分に発揮するためには、その内容はもとより、実施の方

法等においても、国民から、幅広く理解と共感を得られるものであることが必要である。「人

権」を理由に掲げて自らの不当な意見や行為を正当化したり、異論を封じたりする一部の風潮、

人権問題を口実とした不当な利益等の要求行為、人権上問題のあるような行為をしたとされる者

に対する行き過ぎた追及行為などは、いずれも好ましいものとは言えない。 

もっとも、人権教育・啓発を実施する上で、国民から幅広く理解と共感を得られるものである

ことが必要であるという点を強調しすぎるが余り、あたかも「多数者（マジョリティ）」の理解

が得られなければ「少数者（マイノリティ）」が権利を主張することができないかのように受け

止められることがないよう、十分留意しなければならない。 

このような点を踏まえると、人権教育・啓発を担当する行政は、人権侵害の被害を受けた当事

者の声に真摯に向き合いつつも、特定の個人・団体等から不当な影響を受けることなく、主体性

や中立性を確保することが厳に求められる。 

 


